
愛知県福祉局所管単独手当支給等事務取扱交付金交付要綱 

 

第１ 目的  

  この要綱は、次に掲げる愛知県条例及び規則に基づき市町村長が行う事務の取扱に要する経費に

ついて、知事が市町村長に対し交付金を交付するに必要な事項を定めるものである。  

（１） 愛知県在宅重度障害者手当支給規則（昭和４５年４月１日規則第２９号）  

（２） 愛知県遺児手当支給規則（昭和４５年４月１日規則第３０号）  

（３） 愛知県心身障害者扶養共済制度条例（昭和４５年３月３０日条例第４号）  

   

第２ 交付金額  

  交付金額は、予算の範囲内で、各手当及び心身障害者扶養共済について次に掲げる基準により決

定するものとする。 

（１） 在宅重度障害者手当 

１２月定期払時における受給資格者数に２５２円を乗じて得た額。ただし、その額が５，０４０円に

満たない場合には交付金額は５，０４０円とする。当該時期に受給資格者がいない市町村には交付

しない。 

（２） 遺児手当 

    １月定期払時における受給対象遺児数に１６８円を乗じて得た額。ただし、その額が３，３６０円に

満たない場合には交付金額は３，３６０円とする。当該時期に受給対象遺児がいない市町村には交

付しない。 

（３） 心身障害者扶養共済 

    １２月１日における加入者数と年金受給権者（年金管理者が指定されている場合には年金管理

者）数の合計に１６８円を乗じて得た額。ただし、その額が１，６８０円に満たない場合には交付金額

は１，６８０円とする。名古屋市及び当該時期に加入者、年金受給権者（年金管理者が指定されて

いる場合には年金管理者）のいずれもいない市町村には交付しない。 

   

第３ 交付金の決定、通知及び交付  

  知事は、市町村権限移譲交付金交付要綱の第４の規定により交付決定を行い、その内容を市町村

長に通知し、交付金を交付するものとする。 

   

附 則  

この要綱は、昭和５５年４月１日から適用する。  

附 則  

この要綱は、昭和５６年４月１日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成４年４月１日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成１２年３月３１日から施行し、改正後の愛知県民生部所管単独手当支給事務取扱

交付金交付要綱は、平成１１年８月１日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成１３年２月１６日から施行し、改正後の愛知県健康福祉部所管単独手当支給等事

務取扱交付金交付要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 



附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和２年４月 1 日から施行する。 

 


